
 

災害拠点精神科病院の指定について 

 

 

１ 経緯 

〇平成29年3月に国が示した「災害時における医療体制の構築に係る指針」において、

災害時に精神科医療を提供する上で中心的な役割を担う「災害拠点精神科病院を今後

整備する必要がある」旨の方向性が示された。 

〇このため、本県では、平成30年3月に策定した愛知県地域保健医療計画（計画期間：

平成30年度～35年度）において、「災害拠点精神科病院を指定し、災害時における精

神科医療提供体制の充実を図る。」こととしている。 

 〇国は、本年 6 月に災害拠点精神科病院の整備についての方針を定め、都道府県及び政

令市へ通知した。 

 

２ 国の方針 

（１）整備方針 

〇 人口規模や地理的条件、都道府県における精神科医療の提供体制の実態などを考慮

し、都道府県ごとに必要な数を整備すること。（少なくとも各都道府県内に１カ所以上

を整備すること。） 

（２）主な指定要件 

○運営体制  

・２４時間緊急対応し、災害発生時に被災地域内の精神科医療の必要な患者の受入れ

及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。 

・災害派遣精神科医療チーム（ＤＰＡＴ）（なお、ＤＰＡＴはＤＰＡＴ先遣隊（Ｄ

ＰＡＴ統括者及び災害発災から概ね48時間以内に被災都道府県等において活動で

きる医療チームをいう。）であることが望ましい。）を保有し、その派遣体制が

あること。また、災害発生時に他の精神科医療機関のＤＰＡＴその他の医療チー

ムの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整え

ていること。 

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大

臣の定める指定病院の基準（厚生労働省平成８年厚生労働省告示第 90 号）に適合

した精神科指定病院又は当該告示の基準を満たす精神科病院であること。 

・被災後に早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画が整備されていること。                         

                                    

 

 

 

 

○施設及び設備 

・診療機能を有する施設は耐震構造を有すること。 

   ・自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。 

  ・適切な要領の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸水の整備、優先的な給水

協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。 

   ・食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な

量として、３日分程度を備蓄しておくこと。 

○搬 送 

  ・被災した精神科病院に入院する精神疾患を有する患者等の広域搬送等のため、一

時的に多くの患者を受け入れる場合を想定し、病院敷地内もしくは病院近接地に、

患者の一時的避難所を運営するための施設を前もって確保しておくこと。  

○その他  

 ・指定に当たっては都道府県医療審議会等の承認を得ること   

 ・今後ＤＰＡＴ先遣隊の配置の必須化を見込む        

３ 県の方針（案） 

（１）整備方針 

〇国の整備方針のとおりとし、県内に１か所以上整備する。 

〇考え方 

本県の精神医療圏は、各医療機関の医療機能や地域ごとの医療資源の状況から全県的

な連携、対応が必要であるという理由で、全県を１圏域と設定されていることから、

災害拠点精神科病院についても全県を単位として整備を進める。 

  

（２）指定要件 

別添「愛知県災害拠点精神科病院設置要綱」による。（国の指定要件のとおり。） 
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資料1



 

４ 指定病院について 

  

【新たに指定する病院】（案） 

病院名 所在地 

調整中  

 

 

【指定年月日】 

 令和２年３月下旬（予定）  

 

【指定の理由】 

 災害時の医療支援機能を確保するため 

 

【審議等の経過・予定】 

ＤＰＡＴ運営委員会 

（意見聴取） 

 令和元年１０月２８日（月）  

令和２年１月２１日（火） 

【開催済】 

愛知県地方精神保健福祉審議会 

（意見聴取） 
令和２年１月２３日（木） 

愛知県医療審議会５事業等推進部会 

（承認） 
令和２年３月（予定） 

愛知県医療審議会 

（報告） 
令和２年３月（予定） 
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愛知県災害拠点精神科病院設置要綱 

 

     (目的) 

第１条 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日付け医

政地発0331第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び

在宅医療に係る医療提供体制構築に係る指針」中「災害時における医療体制の構築

に係る指針(以下、「指針」という。)に基づき、災害時においても医療保護入院、 

措置入院等の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（昭和25年法律第123号。

以下、「法」という。）に基づく精神科医療を行うための診療機能を有し、災害時に

おける精神科医療を継続して提供する病院（以下「災害拠点精神科病院」という。）

を整備し、災害時における精神科医療を適切に確保することを目的とする。 

 

(災害拠点精神科病院の指定) 

第２条 災害拠点精神科病院は知事が指定する。 

２ 指定にあたっては、愛知県医療審議会５事業等推進部会の承認を得るものとする。 

 

（災害拠点精神科病院の指定基準） 

 第３条 災害拠点精神科病院の指定基準は、国の「災害拠点精神科病院の整備について」

（令和元年6月20日付け医政発0620第8号厚生労働省医政局長及び障発0620第1号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）の別紙「災害拠点精神科病院指定要件」

を考え方の基本とし、法19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準

（平成８年厚生労働省告示第90号）に適合した精神科指定病院又は当該告示の基準を満

たす精神科病院であって、原則として次の施設・設備等を備え、災害拠点精神科病院と

して必要な運営体制を有する病院から選定する。 

 

（１）災害拠点精神科病院として必要な施設 

ア 病棟（病室、保護室等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室等）等精神科診 

療に必要な部門を設けること。 

イ 診療機能を有する施設は耐震構造を有すること。 

ウ 災害時に主な診療施設や病棟等を機能させるのに必要な電力を確保するための自家 

発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保すること。 

エ 適切な容量の受水槽の保有等により災害時の診療に必要な水を確保すること。 

オ 広域搬送等のための一時的避難所の確保 

 

 

 

（２）災害拠点精神科病院として必要な設備等 

ア 衛星電話の保有及び衛星回線インターネットが利用できる環境 

イ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の端末 

ウ 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用 

医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等 

エ トリアージ・タッグ 

オ ３日分程度の食料、飲料水、医薬品 

  

（３）災害拠点精神科病院として必要な運営体制 

ア ２４時間緊急対応し、災害時に被災地内の精神科医療の必要な患者の受入れ及び 

搬出を行うことが可能な体制 

イ 災害時に被災地からの患者の受入拠点になること。 

ウ ＥＭＩＳへの参加及び災害時の入力体制 

エ ＤＰＡＴの保有及び派遣機能並びに他の医療機関のＤＰＡＴの支援受入れ体制 

オ 災害時における食料、飲料水、医薬品、燃料等の優先的供給体制 

カ 業務継続計画が整備されていること。 

  キ 業務継続計画及び災害精神科医療に関しての研修、訓練を実施すること。 

  ク 災害時に地域の精神科医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

 

(指定後の確認) 

第４条 知事は、指定した災害拠点精神科病院が第３条の指定基準を満たしているかについ

て、毎年確認を行うものとする。 

２ 災害拠点精神科病院は、愛知県知事が行う前項に定める確認に協力しなければならな

い。 

 

(指定の解除) 

第５条 知事は、災害拠点精神科病院が第３条の指定基準を満たさなくなり、かつ改善の見

込みがないと認められる場合は、災害拠点精神科病院の指定を解除することができるも

のとする。 

 

(雑 則) 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

（附 則） 

この要綱は、令和元年１１月２８日から施行する。 
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（参考資料）愛知ＤＰＡＴ保有機関 

 

機関名 

愛知

DPAT 

先遣隊 

愛知 DPAT 

隊数 

指定病

院等 

災害拠

点病院 

県 

保健医療局 - １隊 - - 

精神医療センター ２隊 ※（２隊） ○ - 

協
定
締
結
機
関 

一般社団法人 

愛知県精神科

病院協会 

あいせい紀年病院 - １隊 ○ - 

桶狭間病院藤田こころケアセンター - １隊 ○ - 

上林記念病院 - １隊 ○ - 

楠メンタルホスピタル - １隊 ○ - 

紘仁病院 - ３隊 ○ - 

仁大病院 - １隊 ○ - 

東春病院 - １隊 ○ - 

松蔭病院 - １隊 ○ - 

松崎病院豊橋こころのケアセンター １隊 ※（１隊） ○ - 

八事病院 - １隊 ○ - 

国立病院機構東尾張病院 - １隊 ○ - 

愛知医科大学病院 １隊 ２隊 - ○ 

藤田医科大学病院 - ２隊 ○ ○ 

名古屋市立大学病院 - ２隊 - ○ 

計 
３機関 

４隊 

１６機関 

２２隊 

１３ 

機関 

３機関 

 ※括弧内は先遣隊と重複 

 

病院名
災害拠点病院

の種類
有無 精神病床数 指定等の有無 有無 隊数

名古屋第二赤十字病院 中核

名古屋大学医学部附属病院 地域 ○ 50
○

（国等の設置した精神
科病院）

× －

名古屋市立東部医療センター 中核

（独）国立病院機構 名古屋医療センター 中核 ○ 50
○

（国等の設置した精神
科病院）

× －

名古屋市立西部医療センター 地域

（独）地域医療機能推進機構 中京病院 中核

名古屋市立大学病院 中核 ○ 36 × ○ ２隊

名古屋記念病院 地域

名古屋第一赤十字病院 中核

名古屋掖済会病院 中核

（独）労働者健康安全機構 中部労災病院 地域

厚生連 海南病院 中核

津島市民病院 地域

一宮市立市民病院 中核

総合大雄会病院 中核

厚生連 稲沢厚生病院 地域 ○ 51 ○ × －

尾 張 北 部 Ｇ 厚生連　江南厚生病院 中核

小牧市民病院 中核

春日井市民病院 中核

藤田医科大学病院 基幹 ○ 51 ○ ○ ２隊

愛知医科大学病院 基幹 ○ 47 × ◎ ２隊
（うち先遣隊１件）

公立陶生病院 中核

半田市立半田病院 中核

厚生連 知多厚生病院 地域

公立西知多総合病院 地域

厚生連 安城更生病院 中核

刈谷豊田総合病院 中核

西尾市民病院 地域

岡 崎 額 田 Ｌ 岡崎市民病院 中核

厚生連 豊田厚生病院 中核

トヨタ記念病院 中核

豊橋市民病院 中核

（独）国立病院機構 豊橋医療センター 地域

豊川市民病院 中核 ○ 65 ○ × －

東三河山間 Ｏ 新城市民病院 地域

計 35病院

※ 災害拠点病院の種類のうち、
「基幹」は、基幹災害拠点病院（２か所）
「中核」は、地域中核災害拠点病院（２２か所）
「地域」は、地域災害拠点病院（１１か所）

精神保健福祉法
に基づく指定等の
状況

広域二次救
急医療圏名

名 古 屋 Ａ

名 古 屋 Ｂ

名 古 屋 Ｃ

名 古 屋 Ｄ

（参考資料）災害拠点病院における精神科医療に関しての状況

春日井小牧 Ｈ

尾 張 東 部 Ｉ

尾張西北部 Ｆ

海 部 Ｅ

豊 田 加 茂 Ｍ

東三河平坦 Ｎ

愛知県の災害拠点病院（令和元年12月1日時点）
精神科医療の実施

DPAT隊の保有
◎は先遣隊保有病院

精神科医療に関しての状況

知 多 Ｊ

衣 浦 西 尾 Ｋ

【基幹災害拠点病院】
救命救急センターの指定を受けているものから選定し、平常時からの研修・訓練を通じて県下全域の災害医療体制の機能強化の役割
を担う。

【地域中核災害拠点病院】
原則として救命救急センターの指定を受けているものから選定し、新たに指定する災害拠点病院の取りまとめと機能強化を通じ、当
該地域の災害医療体制を強化する役割を担う。

【地域災害拠点病院】
原則として新たに指定される災害拠点病院とし、地域中核災害拠点病院と連携して地域の災害医療体制の向上に努める。
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